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(57)【要約】
　データのコンテナに関する統計を追跡する方法を開示
する。作者によって作成されたコンテナをネットワーク
上に格納することができる。作者以外のその他のユーザ
ーがコンテナを検索することを許可することができる。
選択したコンテナのコピーを、他のユーザーが入手する
ことを許可することができ、入手されたコンテナのコピ
ー数に関する統計を格納することができる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データのコンテナに関する統計６１０を追跡する方法であって、
　ネットワーク上に、作者によって作成されたコンテナを格納するステップ（７１０）と
、
　他のユーザーにコンテナを検索することを許可するステップ（７２０）と、
　他のユーザーに、選択したコンテナのコピーを入手することを許可するステップ（７３
０）と、
　入手したコンテナのコピーの数に関する統計を格納するステップ（７４０）と、
を備えている、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記コンテナを、カードのグラフィック表現として表示
し、前記カード２２０上の項目として、前記カードのグラフィック表現上に、前記コンテ
ナに関する統計を表示する、方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法において、前記カードを拡大表示するときに、前記カードに関する
追加の統計６１０を表示する、方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記デバイスが前記ネットワークと通信しているときに
、前記コンテナの統計６１０を更新する、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記統計６１０は、更に、
　コンテナがダウンロードされた頻度、
　コンテナが用いられた頻度、および
　コンテナを用いた者、
を含む１群から選択した判断を含む、方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、前記統計６１０は、更に、
　最高の参照者、最も人気のあるページ、ヒット数、ページ閲覧回数、重複しない訪問者
数、最も人気のあるページ、および現在の訪問者数、
を含む１群から選択した判断を含む、方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法において、前記統計６１０は、更に、訪問者が前記ネットワークに
入った場所、前記ネットワークにアクセスする際に通った経路、前記ネットワークから退
出するために通った経路を含む１群から選択した判断を含む、方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、前記統計６１０は、更に、最も頻度が高い参照元サイト
、最も頻度が高い参照元検索エンジン、前記ネットワークを突き止めるために用いられた
キーワードの内、最も頻繁に用いられたもの、ユーザーの前記ネットワーク上における平
均滞在時間、およびユーザーの再訪頻度を含む１群から選択した判断を含む、方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、前記コンテナは限定編集コンテナであり、残っているコ
ンテナ数、および受信されたコンテナ数を表示する（６１０）、方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法において、前記統計６１０は、更に、前記ネットワークにアクセス
した物理的位置、前記ネットワークにアクセスしたユーザーの言語、および前記ネットワ
ークにアクセスしたオペレーティング・システムを含む１群から選択した判断を含む、方
法。
【請求項１１】
　請求項１記載の方法であって、更に、ダウンロードの合計回数、使用回数、およびダウ
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ンロード回数における最大の増加を含む１群から選択した１つに基づいてコンテナを格付
けするために、前記統計６１０を用いるステップを備えている、方法。
【請求項１２】
　データのコンテナに関する統計６１０を追跡するコンピューター実行可能命令を備えて
いるコンピューター記憶媒体であって、
　作者によって作成された前記コンテナをネットワーク上に格納し（７１０）、
　他のユーザーにコンテナを検索することを許可し（７２０）、
　他のユーザーに、選択したコンテナのコピーを入手することを許可し（７３０）、
　前記選択したコンテナのコピーの配信量および頻度を追跡し（７３０）、
　入手されたコンテナのコピー数と、前記コンテナの配信頻度に関する統計を格納する（
７４０）、
　ためのコンピューター実行可能命令を備えているコンピューター記憶媒体。
【請求項１３】
　請求項１２記載のコンピューター記憶媒体であって、更に、前記コンテナを、カードの
グラフィック表現として表示し、前記カード２２０上の項目として、前記カードのグラフ
ィック表現上に、前記コンテナに関する統計６１０を表示するためのコンピューター実行
可能命令を備えている、コンピューター記憶媒体。
【請求項１４】
　請求項１２記載のコンピューター記憶媒体であって、更に、前記コンテナを有するコン
ピューティングデバイスが前記ネットワークと通信しているとき、または前記コンテナを
配信したコンピューティングデバイスが前記ネットワークと通信しているときに、前記コ
ンテナの配信の統計２１０を収集するためのコンピューター実行可能命令を備えている、
コンピューター記憶媒体。
【請求項１５】
　請求項１２記載のコンピューター記憶媒体において、前記統計６１０は、更に、
　コンテナがダウンロードされた頻度、
　コンテナが用いられた頻度、および
　コンテナを用いた者、
　前記コンテナに対する上位の参照者、
　コンテナの閲覧回数、
　前記コンテナを検閲した訪問者数、
　アクセスされた前記コンテナのサブコンポーネント、
　前記コンテナのサブコンテナをアクセスしたとき、
　前記コンテナのサブコンテナをアクアセスした者、および
　前記コンテナのサブコンテナに対するアクセスの頻度、
を含む１群から選択した判断を備えている、コンピューター記憶媒体。
【請求項１６】
　請求項１２記載のコンピューター記憶媒体であって、更に、
　ダウンロードの合計回数、使用回数、およびダウンロード回数における最大の増加を含
む１群から選択した１つに基づいてコンテナを格付けするために、前記統計６１０を用い
ることを含む、コンピューター記憶媒体。
【請求項１７】
　コンピューター実行可能命令を実行するように物理的に構成されているプロセッサーと
、コンピューター実行可能命令を格納し処理する際に補助するメモリーと、入力／出力回
路とを備えているコンピューター・システムであって、前記コンピューター実行可能命令
が、
　作者によって作成された前記コンテナをネットワーク上に格納し（７１０）、
　他のユーザーにコンテナを検索することを許可し（７２０）、
　他のユーザーに、選択したコンテナのコピーを入手することを許可し（７３０）、
　前記選択したコンテナのコピーの配信量および頻度を追跡し、
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　入手されたコンテナのコピー数と、前記コンテナの配信頻度に関する統計６１０を格納
する（７４０）、
　ための命令を備えている、コンピューター・システム。
【請求項１８】
　請求項１７記載のコンピューター・システムであって、更に、カードのグラフィック表
現を表示し、前記カード上の項目として、前記コンテナに関する統計６１０を表示するた
めのコンピューター実行可能命令を備えている、コンピューター・システム。
【請求項１９】
　請求項１７記載のコンピューター・システムであって、更に、前記コンテナを有するコ
ンピューティングデバイスが前記ネットワークと通信しているとき、または前記コンテナ
を配信したコンピューティングデバイスが前記ネットワークと通信しているときに、前記
コンテナの配信の統計６１０を収集するためのコンピューター実行可能命令を備えている
、コンピューター・システム。
【請求項２０】
　請求項１７記載のコンピューター・システムにおいて、前記統計６１０は、更に、
　コンテナがダウンロードされた頻度、
　コンテナが用いられた頻度、および
　コンテナを用いた者、
　前記コンテナに対する上位の参照者、
　前記コンテナの閲覧回数、
　前記コンテナを検閲した訪問者数、
　アクセスされた前記コンテナのサブコンポーネント、
　前記コンテナのサブコンテナをアクセスしたとき、
　前記コンテナのサブコンテナをアクアセスした者、および
　前記コンテナのサブコンテナに対するアクセスの頻度、
を含む１群から選択した判断を備えている、コンピューター・システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　この背景は、本特許出願の基本的なコンテキストを提示することを意図するのであって
、解決しようとする具体的な問題を記述することを意図するのではない。
【０００２】
　技術によって、データの移管がし易くなり、一層小さいデバイス上にも収容し易くする
ことが可能になっている。例えば、以前ではコンパクト・ディスクに格納していた音楽は
、今では携帯用プレーヤー上の電子ファイルとして格納することができる。１つの携帯用
デバイス上に、非常に多くのファイルを格納することもできる。その結果、データを追跡
することが増々難しくなってきたが、プレーリストを作成し、アート(art)を追加するこ
とによってデータの個人化(personalization) が可能である。加えて、データが容易に移
管可能であるので、そのデータを共同体で共有することが望まれる。データのコンテナの
通信に関する統計を追跡すると、種々の市場にとって貴重なデータを提供することができ
る。
【発明の概要】
【０００３】
　この摘要は、詳細な説明において以下で更に説明する概念から選択したものを、簡略化
した形態で紹介するために設けられている。この摘要は、特許請求する主題の主要な特徴
や必須の特徴を特定することを意図するのではなく、特許請求する主題の範囲を限定する
ために用いることも意図していない。
【０００４】
　データのコンテナに関する統計を追跡する方法を開示する。作者によって作成されたコ
ンテナは、ネットワーク上に格納することができる。この作者以外の別のユーザーに、コ
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ンテナを検索することを許可することができる。他のユーザーには、選択したコンテナの
コピーを入手することを許可することができ、入手されたコンテナの多数のコピーに関す
る統計を格納することができる。コンピューティングデバイス間におけるコンテナの伝達
は、転送の時点において、または転送デバイスがネットワークと通信しているときに、追
跡することができる。コンテナの転送の統計を作成し、種々の支持者(audience)によって
用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、コンテナの図である。
【図２】図２は、データのコンテナを作成する方法のフローチャートである。
【図３】図３は、コンテナ関係活動に合わせたネットワークのアーキテクチャの図である
。
【図４】図４は、ウェブ・ページ上にコンテナを表示する方法のフローチャートである。
【図５】図５は、ウェブ・サイト上において拡大したコンテナの図である。
【図６】図６は、コンテナ・データを更新する方法のフローチャートである。
【図７】図７は、コンテナの使用に関する統計を追跡する方法のフローチャートである。
【図８】図８は、コンテナの評判を作成する方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下の本文は、多数の異なる実施形態の詳細な説明を明記するが、本記載の法的範囲は
、本特許の最後に明記する特許請求の範囲の文言によって規定されることは言うまでもな
い。詳細な説明は、例示のみとして解釈すべきであり、可能な実施形態を全て記載するこ
とは、不可能ではないにしても、現実的ではないので、可能なあらゆる実施形態を記載し
ていない。多数の代替実施形態も、現在の技術、または本特許の出願日以降に開発される
技術のいずれかを用いて、実現可能であり、これらも特許請求の範囲に該当するものとす
る。
【０００７】
　また、「本明細書において用いる場合、「　　　」という用語はここでは．．．を意味
するように定めることとする」という文章または同様の文章を用いて、本特許において用
語を明示的に定義していなければ、明示的にも含意としてでも、その平常の即ち通常の意
味を超えて、その用語の意味を限定する意図がなく、このような用語は、本特許のいずれ
の章においてなされるいずれの言説に基づく範囲内にも限定されるように解釈すべきでな
いことも言うまでもない（特許請求の範囲の文言以外）。本特許の最後にある特許請求の
範囲において記されるいずれの用語であっても、１つの意味で一貫して本特許において言
及される限りにおいて、これは、読み手を混乱させないように明確化のためにのみ行われ
るに過ぎず、このような請求項の用語は、含意またはそれ以外によっても、その１つの意
味に限定されることは意図していない。最後に、何ら構造の詳述がなく「手段」(means) 
という用語および機能を記すことによって請求項の要素を定義するのでない場合、いずれ
の請求項の要素の範囲も、Ｕ．Ｓ．Ｃ§１１２、第６章の適用に基づいて解釈しないこと
とする。
【０００８】
　特許請求する方法および装置のステップは、多数のその他の汎用または特殊目的のコン
ピューティングシステム環境または構成でも動作する。特許請求の範囲の方法および装置
と共に用いるのに適していると考えられる周知のコンピューティングシステム、環境、お
よび／または構成の例には、限定ではないが、パーソナル・コンピューター、サーバー・
コンピューター、ハンドヘルドまたはラップトップ・デバイス、マルチプロセッサー・シ
ステム、マイクロプロセッサー主体システム、セット・トップ・ボックス、プログラマブ
ル家電、ネットワークＰＣ、ミニコンピューター、メインフレーム・コンピューター、以
上のシステムまたはデバイスの内任意のものを含む分散型コンピューティング環境等が含
まれる。
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【０００９】
　特許請求する方法および装置のステップは、プログラム・モジュールのような、コンピ
ューターによって実行するコンピューター実行可能命令という一般的なコンテキストにお
いて記載することができる。一般に、プログラム・モジュールは、ルーチン、プログラム
、オブジェクト、コンポーネント、データ構造等を含み、特定のタスクを実行するか、ま
たは特定の抽象データ・タイプを実装する。また、これらの方法および装置は、分散型コ
ンピューティング環境においても実用化することができ、この場合、通信ネットワークを
通じてリンクされているリモート処理デバイスによって、手空くが実行される。分散型コ
ンピューティング環境では、プログラム・モジュールは、メモリー記憶デバイスを含む、
ローカルおよびリモート双方のコンピューター記憶媒体内に配置することもできる。
【００１０】
　前述の方法は、コンピューター読み取り可能媒体上に格納することができる。コンピュ
ーター読み取り可能媒体は、コンピューターによってアクセスすることができる入手可能
な媒体であればいずれでも可能であり、揮発性および不揮発性双方の媒体、リムーバブル
および非リムーバブル媒体を含む。限定ではない一例として、コンピューター読み取り可
能媒体は、コンピューター記憶媒体および通信媒体を含むことができる。コンピューター
記憶媒体は、コンピューター読み取り可能命令、データ構造、プログラム・モジュール、
またはその他のデータのような、情報の記憶のためのいずれかの方法または技術で実現さ
れた、揮発性および不揮発性双方のリムーバブルおよび非リムーバブル媒体を含む。コン
ピューター記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリーまたはそ
の他のメモリー技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ディジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）ま
たはその他の光学ディスク・ストレージ、あるいは所望の情報を格納するために用いるこ
とができ、コンピューターによってアクセスすることができるのであればその他のいずれ
の媒体も含むが、これらに限定されるのではない。通信媒体は、通例、コンピューター読
み取り可能命令、データ構造、プログラム・モジュール、またはその他のデータを、搬送
波のような、変調データ信号またはその他の輸送メカニズムにおいて具体化するものであ
り、情報配信媒体であればいずれでも含む。「変調データ信号」という用語は、信号内に
情報をエンコードするような仕方でその特性の１つ又は複数が設定または変更された信号
を意味する。一例として、そして限定ではなく、通信媒体は、有線ネットワークまたは直
接有線接続のような有線媒体、音響、ＲＦ、赤外線、およびその他のワイヤレス媒体のよ
うなワイヤレス媒体を含む。前述の内いずれの組み合わせも、コンピューター読み取り可
能媒体の範囲に含まれてしかるべきである。
【００１１】
　前述の方法の一部として、ネットワークを用いることもできる。コンピューティングデ
バイスは、１つ又は複数のリモート・コンピューターへの論理接続を用いて、ネットワー
ク型環境において動作することができる。リモート・コンピューターは、パーソナル・コ
ンピューター、サーバー、ルーター、ネットワークＰＣ、ピア・デバイス、携帯用メディ
ア・プレーヤー、セル・フォン、またはその他の世間一般のネットワーク・ノードとする
ことができる。論理的接続は、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）およびワイド
・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）を含むことができるが、その他のネットワークも含む
ことができる。このようなネットワーキング環境は、事務所、企業規模のコンピューター
・ネットワーク、イントラネット、およびインターネットでは極普通である。ネットワー
ク型環境では、コンピューター、またはその一部に関して図示されるプログラム・モジュ
ールは、リモート・メモリー記憶デバイスに格納することもできる。
【００１２】
　図１は、データ・コンテナ１００の見本の図である。このコンテナ１００は、共通の主
題を有しても有さなくてもよい種々のデータを収容する、電子的集合体であればよい。場
合によっては、コンテナ１００は、事実上あらゆるファイルをフォルダー内に入れること
ができることから、パーソナル・コンピューター上のフォルダーと同様である。コンテナ
１００は、カード上に表示するというように、種々の形態をなすことができる。可能なコ
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ンテナ１００の形態の多様性には、ユーザーまたは設計者の想像力による限界があるだけ
である。
【００１３】
　コンテナ１００は、種々の項目１１０を含むことができる。項目１１０は、事実上あら
ゆる種類の媒体またはデータであることも、収容することもできる。共通項目１１０の例
には、カード名１２０、シンボル１２５、帯域に関する書誌的情報１３０、この帯域に関
して販売のために入手可能な商品１３５、帯域のツアー日付１４０、コンテナ１４５の作
者の友人、作者１５０、コンテナの格付け１５５、このコンテナがダウンロードされた回
数１６０、コンテナ１００における情報の更新日１６５等が含まれる。
【００１４】
　コンテナの中にあるデータは、広告に関するデータである場合もあり、この広告がコン
テナ１００における他のデータに関係する場合もある。広告は、他の商品またはサービス
への照会(referral)を携えているとよい。加えて、広告はクーポンであってもよい。加え
て、コンテナ１００にアクセスして検索する機能(ability)は、加入プランの一部として
もよく、またはダウンロード・プラン毎の支払いとしてもよい。勿論、その他にも、コン
テナ１００の支払いを助成(subsidize)するのに役立つ方法も可能であり、これらは想定
内のことである。前述のように、コンテナ１００は事実上あらゆるデータを収容すること
ができ、前述の例は、限定ではなく、単なる例示に過ぎない。
【００１５】
　コンテナ１００は、いくつかの特性を有することができ、本願ではこれについて更に説
明する。上位では、コンテナ１００は、バケツに水、石鹸、油、シロップ、ブラシ、モッ
プ、テニス・ボール等を入れておくことができるように、１つ又は複数のコンポーネント
を、単体でまたは組み合わせで、保持することができるということから、コンテナ１００
であることができる。または、コンテナ１００は、バケツと同様に、実行可能ファイル、
ｊｐｅｇピクチャ、ａｖｉアニメーション、およびMicrosoft Word（登録商標）のファイ
ルのような、１種類よりも多いコンポーネントを保持できることから、異種混合であって
もよい。コンテナ１００は、移管可能とし、多種多様な方法で一方から他方に移動するこ
とができるとよい。コンテナ１００を移管するためには、いずれのデータ伝達方法でも用
いることができる。また、コンテナ１００は、オンライン中でもオフライン中でも伝達す
ることができる。例えば、コンテナ１００をフラッシュ・メモリー・デバイス上に格納す
ることができ、このフラッシュ・メモリー・デバイスが、オンライン中ではない数台のコ
ンピューターと通信状態にあってもよい。コンテナ１００は、１つよりも多いクライアン
トまたはオフライン・ネットワークにおいてレンダリングすることができる、マルチレイ
アウト対応(multi-layout capable)とすることができる。例えば、コンテナ１００は、携
帯用メディア・デバイス上、コンピューター、携帯用ゲーム上、セルラ・フォン上等で見
ることができる。コンテナ１００は、コンテナ１００の中にあるデータを、可能なときお
よびしかるべきときに更新することができる、「ライブ」(live)であるとよい。コンテナ
１００は、共有可能であり、コンテナ１００の中にあるコンテンツの使用許諾が期間満了
となると、または制約が解除されると、コンテナ１００の共有機能(share-ability)にグ
レースフル・デグラデーション(graceful degradation)が生じるとよい。コンテナ１００
は、対話型であり、コンテナ１００の中にある項目を選択することにより、これを閲覧し
それに対して作用することができる。コンテナ１００は、再生可能であり、当該コンテナ
１００の中にある項目を選択して再生することができるとよい。コンテナ１００は、ダウ
ンロード回数等のように、それが存在する共同体にこのコンテナがどのように関係するか
についての情報を保持することから、社会的(social)でもあり得る。コンテナ１００は、
ユーザーによって修正することができ、コンテナ１００は、エンド・ユーザーが発生した
または組み立てたコンテンツを含むことができる。コンテナ１００は、その共同体によっ
て決定することができる評判を有することができる。最後に、コンテナ１００は、種々の
方法で換金(monetize)できるとよい。
【００１６】
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　図２は、データのコンテナ１００を作成する方法を示す。ブロック２１０において、コ
ンテナ１００に含めるデータを選択することができる。前述のように、データはいずれの
データでもよい。例には、コンテナ１００の作者が関心を持つ項目１１０が含まれ、それ
には音楽、写真、ツアー日付(tour dates)、雑多な内容（trivia）
、ビデオ、詩歌、ニュース等が含まれる。一実施形態では、データは、ゲームに関する情
報またはゲーム自体を含む。選択は、ドラッグおよびドロップ動作によって実行すること
ができ、あるいはファイルをコンテナ１００に追加する事実上他のいずれの方法でも実行
することができる。加えて、コンテナ１００は、ユーザーが発生したまたは組み立てたコ
ンテンツを含むこともできる。例えば、ある作者は、彼らがコンテナ１００の中に作成し
た美術、アニメーション、またはムービーを含めることができる。コンテナ１００の中に
あるデータは、選択可能であり、選択したデータに関する行為を実行することができる。
例えば、ファイルは、ビデオ・ファイルとすることができ、コンテナ１００の中にあるフ
ァイルを選択すると、そのビデオ・ファイルを表示させることができる。別の例として、
ファイルは実行可能ファイル（ゲームのような）とすることができ、このファイルを選択
すると、実行可能ファイルを実行させることができる（ゲームが開始する）。勿論、他の
行為やファイル・タイプも可能であり、これらは想定内のことである。
【００１７】
　項目１１０は、共通の主題があってもなくてもよい。例えば、１枚のカードが、具体的
な大学に関する大学の主題を有することができる。このようなカード上にある項目１１０
は、大学の応援歌、大学の楽団のビデオ、大学に関係する過去の競技大会のビデオ、キャ
ンパスの地図、その大学の競技大会の日程、この大学のキャンパスにある認識可能な場所
の写真、この大学に関係するゲーム等を含むことができる。一方、他の例では、ユーザー
が面白いと思うムービーの主題を有することができる。項目１１０は、完全に無関係なム
ービー、ならびにこれら無関係なムービーの俳優、ディレクタ、およびプロデューサーに
関する情報とすることができる。勿論、これらは単なる例に過ぎず、限定することを意味
しない。
【００１８】
　コンテナ１００は、作者１５０が作成することができる。作者１５０は、個人、人のグ
ループ、コンテナ１００に含ませる項目を選択するコンピューター・プログラム、または
その組み合わせとすることができる。作者１５０は、他の人に、コンテナ１００を見て修
正する権利を許可することができる。一実施形態では、他の人は、コンテナ１００の一部
または全て、およびその中にあるデータをコピーして、彼ら自身のコンテナ１００を作成
することができる。加えて、他のユーザーは単にコンテナ１００を修正することもできる
。また、作者１５０は、コンテナ１００を「封止」することによる等によって、他の誰も
コンテナ１００を修正できないことを確保する権利を有することもできる。これが意味す
るのは、コンテナ１００またはコンテナ１００のコピーに対する変更を行うことはできな
いということである。例えば、音楽スタジオがコンテナ１００を発行することができ、こ
のスタジオは、特定の音楽のみをコンテナ１００の中の項目１１０にすることを望む場合
もある。加えて、コンテナ１００の発行部数を制限してもよい。例えば、あるスタジオが
、人気のあるアルバムの発売一周年を祝うために、５０００個のコンテナ１００のみを作
成してもよい。
【００１９】
　また、コンテナは、そのコンテナ１００が真正であることを保証するために署名１７０
を有することもできる。署名１７０は、署名当局がコンテナ１００に割り当てる一意の名
称から、署名を検証するために用いられるＲＳＡのような暗号化アルゴリズムまで、種々
の形態をなすことができる。勿論、事実上いかなる署名でも機能し、これらは想定内のこ
とである。
【００２０】
　データは、音楽、ビデオ、電子書籍等のような、著作権のあるデータとすることができ
るので、メディア関係データに関する使用許諾情報も、コンテナ１００に格納するとよい
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。論理的に、この使用許諾情報は、コンテナ１００を１つの電子デバイスから別の電子デ
バイスに伝達するときには、コンテナ１００と共に移動することができる。また、コンテ
ナ１００の中にある項目の共用可能性(share-ability)は、使用許諾が切れると、時とと
もに劣化するとよい。例えば、ある歌に３日／３回までの制限があり、その前にこれを購
入しなければならない場合、３日後には、その歌はコンテナ１００から消失するとよい。
図１における実施形態では、ウイリー(Willy)１７２による新しい歌（Hit the Bricks)を
表示している。歌の下には、その歌に対する使用許諾が切れる時刻１７４が、残されてい
る再生回数１７６として、掲示されている。加えて、この歌を購入する選択肢１７８も表
示されている。この歌を購入する場合、使用許諾権利が変化する。適正な許可なしにデー
タが修正されないことを確保するように、使用許諾データを格納することもできる。
【００２１】
　再度図２を参照すると、ブロック２２０において、マスター・コンテナのグラフィック
表現を作成することができる。一実施形態では、このグラフィック表現は、クレジット・
カードのように見える。前述したように、コンテナ１００は、カードのように表示するこ
とに加えて、種々の形態をなすこともできる。可能なコンテナ１００の形態の多様性には
、ユーザーまたは設計者の想像力による限界があるだけである。
【００２２】
　ブロック２３０において、表示するデータの１つ又は複数のグラフィック表現を、マス
ター・コンテナ１００のグラフィック表現の内部で作成することができる。例えば、作者
がシンボル１２５をコンテナ上に表示することを望む場合がある。他のグラフィック表現
を追加してもよい。グラフィック表現は、テキスト、数値、図、写真、ムービー等とする
ことができる。共通グラフィック表示は、アルバム・カバー、販促ムービー (movie prom
o)、作者情報、コンテナ１００の名称等を含むことができる。グラフィック表現は、事実
上何でもグラフィック表現上には表示することができるので、美術家にとっての真っ白な
キャンバスと同様である。
【００２３】
　ブロック２４０において、マスター・コンテナ１００において項目１１０を表現するこ
とができるデータを格納することができ、このデータをマスター・コンテナ１００と関連
付ける。パーソナル・コンピューター上のフォルダーと同様に、コンテナ１００はその内
部にデータを格納し、このデータには、コンテナ１００を通じて到達する。マスター・コ
ンテナ１００は、種々の位置に格納することができる。マスター・コンテナ１００は、イ
ンターネットのようなネットワークを通じてアクセス可能な、中央サーバー上に格納する
ことができる。加えて、マスター・コンテナ１００は、ローカルに格納することもでき、
またはウェブ・サイトを通じてアクセスすることもできる。
【００２４】
　図３は、マスター・コンテナ１００をネットワーク３００上に格納し、コンテナ１００
の複製コピーをローカルに格納する実施形態を示す。このネットワークは、コンテナ１０
０を格納し、コンテナ１００の検索を許可するコンテナ・サーバー３０５を有することが
できる。コンテナ１００（または、この例ではカード）は、コンテナ・ファクトリー３１
０において作成することができる。コンテナ・ファクトリー３１０は、以前に作成したコ
ンテナ１００を格納することができるコンテナ・ストア３１５からコンテナ１００を作成
するデータを入手することができる。コンテナ・ストア３１５の中にあるコンテナ１００
は、コンテナ・エディター３２０を用いて作成することができる。エディタ３２０におい
て、カードを作成し、更新し、または削除することができる。編集したコンテナ１００を
インデックサー３２５に追加し、インデックス３３０に格納することができる。インデッ
クス３３０は、コンテナ・サーバー３０５にアクセス可能にすることができるコンテナ検
索機能３３５を用いて、検索することができる。加えて、カード・ファクトリー３１０は
、使用ストア(usage store)３４０、ユーザー発生コンテンツ・ストア３４５、カタログ
・ストア３５０、レイアウト・ストア３５５から、そして外部データ・プロキシ３６５を
通じて外部データ・ストア３６０から引き出すことができる。外部データ・ストア３６０
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は、マスター・コンテナ１００の複製コンテナ１００を格納することができる。
【００２５】
　また、ネットワーク３００は、プレーヤー・サーバーに格納することができるプレーヤ
ーも収容することができる。プレーヤーは、ＨＴＭＬプレーヤー、プレーヤー・バイナリ
ー(player binaries)、およびスキン・ストア(skin store)を含むことができる。また、
ネットワーク３００は、認証サービスのような共有サービス３７５を格納することもでき
る。認証サービス３７５は、例えば、封止したコンテナ１００を修正する際に、作者を認
証するために用いることができる。別の使用には、何らかのサービスが無料で提供される
場合に、ユーザーに資格があるサービスを用いる際に、ユーザーを認証することが考えら
れる。
【００２６】
　ブロック２５０において、マスター・コンテナの複製コンテナを入手することを、他の
人に許可することができる。複製コンテナがネットワーク３００と通信している場合、複
製コンテナ１００をマスター・コンテナ１００と同期させることができる。一実施形態で
は、コンテナ１００の複製コピーが格納されているデバイスがネットワーク３００と通信
しているときに、マスター・コンテナ１００に対して行った変更は、コンテナ１００の複
製コピーに伝達することができる。加えて、実施形態の中には、コンテナ１００の複製コ
ピーに対して行った変更が、一種のウィキのように、マスター・コンテナ１００に追加さ
れる。即ち、作者以外による変更およびコメントは全て、全ての人が見られるように、マ
スター・コンテナ１００に追加される。
【００２７】
　図４は、マスター・コンテナ１００から複製コンテナに、更新した項目を配信する一方
法を示すことができる。ブロック４１０において、ネットワークとの通信を確立すること
ができる。通信は、種々の方法で確立することができる。一実施形態では、通信は、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１指針に従った通信のように、ワイヤレスである。別の実施形態では、通
信はイーサネット（登録商標）上における有線である。勿論、事実上あらゆる通信方法が
可能である。
【００２８】
　ブロック４２０において、コンテナ１００の中にあるデータに関する更新データを、ネ
ットワークから入手することができる。例えば、図１において、追加のツアー日付を音楽
ツアーに追加することができ、過ぎたツアー日付をコンテナ１００から除去することがで
きる。これら追加のツアー日付は、コンテナ１００がネットワークと通信しているときに
、コンテナ１００に追加することができる。
【００２９】
　ブロック４３０において、更新データをコンテナ１００に転送することができる。この
転送は、種々の様式で伝達することができる。一例としてそして限定ではなく、更新は、
データのパケットとし、そのパケットが更新情報を収容することを意味するヘッダ情報を
付けるとよい。勿論、データを転送する方法や様式は、事実上無限である。
【００３０】
　ブロック４４０において、更新データを、コンテナ１００の中にある項目として表示す
ることができる。更新したツアー日付の例では、更新したツアー日付を、コンテナ１００
の他の要素と共に表示することができる。
【００３１】
　一実施形態では、コンテナ１００をウェブ・サイトに格納する。ユーザーは、コンテナ
１００の作者１５０、コンテナ１００の名称１２０、または歌の題における単語１７２の
ような、事実上あらゆる検索判断基準を用いて、コンテナ１００を検閲および検索するこ
とができる。ユーザーは、ネットワーク３００経由でウェブ・サイトにアクセスすること
ができる。ウェブ・ページ上でコンテナ１００を検閲すると、更に別の選択肢が提示され
る場合もある。
【００３２】
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　図５は、ウェブ・ページとメディア関係コンテナ１００との間における相互作用の方法
を示し、ここではメディア関係コンテナ１００は複数の項目１１０を有する。ブロック５
１０において、コンテナ１００をウェブ・ページ上で見ることを選択することができる。
コンテナ１００を、検閲、検索、または推奨することができる。図１におけるような実施
形態では、コンテナ１００はカードとして見られ、このカード上の項目１１０は、カード
上の画像として見られる。一実施形態では、このカードは、財布に納まるサイズであるよ
うに見える。ユーザーは、コンテナ１００が携帯用デバイス上のカードとして、そしてウ
ェブ・ページとしてどのように見えるか設計することができる。
【００３３】
　前述のように、コンテナ１００は種々の場所に格納することができ、種々の異なるデー
タをコンテナ１００と共に格納することができる。コンテナ１００をネットワーク３００
上に格納する場合、多種多様なデータおよび選択肢が、コンテナ１００と共に利用可能と
なる。ホーム・ページにおいて、全てのユーザーに関する統計を提示することもできる。
【００３４】
　ブロック５２０において、ウェブ・ページ上ではより大きな形態でコンテナ１００を表
示することができる。コンテナ１００が携帯用メディア・デバイス上にある場合、そのデ
バイス上の表示は比較的小さくなる。ウェブ・ページを見るパーソナル・コンピューター
上のように、コンテナ１００を見るディスプレイが大きい程、コンテナ１００を大きなサ
イズでレンダリングすることができる。理想的には、コンテナ１００上の画像は、これら
を拡大してもなお識別できる程度に十分な詳細を有することである。加えて、作者の中に
は、別個のカード画像、即ち、カード自体の画像、およびウェブ・サイト上でカードを見
ることを選択されたときの画像を作成する者もいる。
【００３５】
　ブロック５３０において、ウェブ・ページ上のコンテナ１００の中にある項目を拡大す
ることができる。例えば、コンテナ１００上にある画像のいずれでも拡大することができ
、リストを更に詳細にすることができ、追加の区間が現れてもよく、ネットワークが更に
更新情報または追加情報を追加することもできる。
【００３６】
　図６は、任意のカード６００を拡大した場合の実施形態の図である。この実施形態では
、追加の統計６１０が表示されている。加えて、種々のコンサート、ゲーム等の場所のよ
うな追加項目６２０が追加され、拡大されている。ビデオ６３０が追加されており、追加
のビデオが、ビデオ・タブを選択することによって、選択することができる。その他の追
加項目には、ユーザー・プロファイル６４０、アーティスト６４２、アルバム６４４、ユ
ーザー・コンテンツ６４６、検索６４８、電子メール送信６５０、インボックス６５２、
友人リスト６５４、および更新６５６が含まれる。実施形態によっては、これらの項目の
１つを選択することにより、追加情報が得られる場合もある。例えば、ユーザー・プロフ
ァイル６４０を選択することによって、友人、インボックス、アウトボックス、使用デー
タ、ユーザー発生コンテンツ等のような追加情報を表示することができる。アーティスト
６４２またはアルバム６４４を選択すると、物品を購入する市場のような追加情報、格付
けのような編集データ(editorial data)、普及度のような共同体統計、そしてその他のユ
ーザー発生コンテンツを得ることができる。この実施形態は一例であり、限定とする意図
はない。ウェブ・ページの設計と同様に、拡大コンテナ６００の多様性および形式は、事
実上無限である。
【００３７】
　コンテナ１００をカードとして表示する場合、このカードをウェブ・ページ上に拡大す
るには、カードを選択し、そのカード上にある画像を拡大してウェブ・ページに表示し、
これらの画像に関係する追加情報を表示することを伴うこともある。
【００３８】
　再度図５を参照すると、ブロック５４０において、コンテナ１００の項目の内少なくと
も１つにおいて、追加の選択肢を表示することができる。一実施形態では、これら追加の
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選択肢には、ユーザーにオーサリング・ツールを使用させて、コンテナ１００の中にある
項目を追加、除去、および修正させることが含まれる。修正したコンテナ１００は、新た
な名称を付けて、新コンテナ１００として保存することができる。
【００３９】
　ブロック５５０において、認可(authorization)が提示されたなら、コンテナ１００の
項目の操作を許可することができる。例えば、認可が得られるのは、作者がコンテナ１０
０を閉鎖も封印もしていないときとするとよい。認可が得られたなら、コンテナ１００上
で項目を追加、除去、または修正する選択肢を表示することができる。
【００４０】
　コンテナ１００に関係する統計を追跡することもできる。図７は、メディア・ファイル
のコンテナ１００に関係する統計を追跡する方法を示す。ブロック７１０において、作者
が作成したコンテナ１００をネットワーク上に格納することができる。ネットワークは、
図３に示したネットワーク、または他のしかるべきネットワークであればいずれでもよい
。ブロック７２０において、他のユーザーにコンテナ１００を検索することを許可するこ
とができる。検索は、図３からの検索機能３７５を用いて実行することができ、またはし
かるべき検索メカニズムであればいずれでも用いて実行することもできる。検索は、ネッ
トワーク３００と通信しているいずれのコンピューティングデバイスからでも実行するこ
とができる。別の実施形態では、コンピューティングデバイスはネットワーク３００とは
通信していないが、他のコンピューティングデバイスと通信しており、当該コンピューテ
ィングデバイスが他のコンピューティングデバイスを検索できるようにしてもよい。更に
別の実施形態では、検索はコンピューティングデバイス自体についてである。
【００４１】
　ブロック７３０において、選択したコンテナ１００の複製を入手することを、他のユー
ザーに許可することができる。前述のように、データを転送するために用いられる通信は
、事実上あらゆる方法で行うことができる。データをネットワーク３００から転送すると
、ネットワーク３００はダウンロードの回数を追跡する。一実施形態では、コンテナ１０
０を直接１つのデバイスから別のデバイスに送った場合、このような転送を行ったことの
信号を、ネットワーク３００に伝達する。
【００４２】
　ブロック７４０において、コンテナ１００の配信に関する統計を格納することができる
。先に説明したように、配信は、ネットワーク３００を通じたダウンロードから、携帯用
コンピューティングデバイス間の通信まで、種々の方法で行うことができる。ネットワー
ク３００のダウンロードの例では、ネットワーク３００は、当該ネットワークがコンテナ
１００を配信しつつ、ダウンロードの回数を容易に追跡することができる。１つの携帯用
コンピューティングデバイスが別の携帯用コンピューティングデバイスに直接通信する例
では、転送が行われたという標記を、送出側デバイスおよび受信側デバイス双方に格納し
ておくとよい。これらの携帯用コンピューティングデバイスの１つがネットワーク３００
と通信しているとき、この携帯用メディア・デバイスは、転送が行われたことをネットワ
ーク３００に伝達することができ、この転送は、コンテナに関する統計に反映される。
【００４３】
　対象の統計は、多種多様であってよい。例えば、ユーザーや広告主の中には、年齢が１
９歳から２４歳までの女性は何が好きかということだけを気にする者もいる。コンテナ１
００がダウンロードされた頻度、コンテナ１００が用いられた頻度、コンテナ１００を用
いた者、ダウンロード回数の集計、使用回数、およびダウンロード回数の最大の増加とい
った、その他の関連する計算も含むことができる。その他の計算には、上位の参照元ウェ
ブ・サイト、最も人気のあるコンテナ１００、コンテナ１００に対するヒット回数、コン
テナ１００の目視回数、重複しない訪問者数、最も人気のあるコンテナ１００、および現
在の訪問者数を計算することを含むことができる。更に別の計算には、訪問者がネットワ
ークに入った場所、ネットワークにアクセスする際に通った経路、ネットワークから退出
するために通った経路、最も頻度が高い参照元サイト、最も頻度が高い参照元検索エンジ
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ン、およびネットワーク３００を突き止めるために用いられたキーワードの内、最も頻繁
に用いられたものを含むことができる。これらの統計は、最も参照が多いサイトに報酬を
払う、使用回数が最も大きく増加したコンテナを決定するというような、多くの実用的な
使用に供することができる。
【００４４】
　更に別の計算には、ユーザーがネットワーク上でコンテナ１００上に滞在する平均時間
、およびユーザーがネットワークまたはコンテナ１００を再訪する頻度を含むこともでき
る。この計算は、ネットワークにアクセスした物理的位置の内訳、ネットワークにアクセ
スしたユーザーの言語、そしてネットワーク３００にアクセスしたオペレーティング・シ
ステムの内訳というように、更に一層詳細にすることもできる。
【００４５】
　コンテナ１００の統計は、カードのグラフィック表現として表示することができ、コン
テナ１００に関する統計を、カードのグラフィック表現上に、当該カード上の項目として
表示する。このカードに関する追加の統計も、カードをウェブ・ブラウザに表示するとき
に表示することができる。コンテナ１００の統計は、コンテナ１００を有するデバイスが
ネットワークと通信しているときに更新する。
【００４６】
　統計には様々な使い道があり得る。統計は、特定の市場に絞り込みたい広告主にとって
有用であると考えられる。また、統計は、音楽会社またはビデオ会社が彼らの製品に関す
る現在の嗜好を判断するために有用である場合もある。加えて、統計は、コンテナが本当
に人気があるのか否か、またはクリック詐欺型の悪用によって被害を受けているか否か判
断するメカニズムを提供することもできる。
【００４７】
　また、統計は、コンテナ１００についての評判を作成する際に用いることができる。図
８は、メディア関係データを収容するコンテナ１００についての評判を作成する方法を示
す。ブロック８１０において、ユーザーに、ネットワーク上に格納されているコンテナ１
００を検閲させることができる。この検閲は、コンテナ１００の中にある項目の単なる検
閲であってもよく、またはコンテナ１００の中にある項目全ての細部に渡る検閲であって
もよい。
【００４８】
　ブロック８２０において、ユーザーに、コンテナ１００の評定格付け(opinion rating)
を提出させることができる。評定は、承認または不承認といった単純なものでもよい。別
の実施形態では、評定は０から１００までの数値である。別の実施形態では、数値による
格付けに、記述した応答を更に補足する。
【００４９】
　ブロック８３０において、評定格付けおよびユーザー識別を格納することができる。ユ
ーザー識別は、格付けの信頼性を評価するために用いることができる。一部のユーザーは
主流となっている評定を反映するが、他のユーザーはそうでない場合もある。更に、検閲
者を特定できるようにすることにより、ユーザーは彼らが好きな検閲者および嫌いな検閲
者を特定し追跡することができる。
【００５０】
　ブロック８４０において、評定格付けおよびユーザー識別をデータベースに追加するこ
とができる。このデータベースは、データに対して検索可能なアクセスを可能にするので
あれば、いずれの記憶装置としてよい。ブロック８５０において、データベースの中にあ
るデータを用いて、コンテナ１００についての評判を計算する。この評判は、種々の方法
で計算することができる。
【００５１】
　単純な場合には、コンテナ１００についての評判を計算する際、コンテナ１００の格付
けの加重平均を作成することを伴う。重みは、プロセスを一層複雑にするが、一層意味深
くすることができる。一実施形態では、以前のコンテナ１００の加重平均格付けと同様に
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以前のコンテナ１００を格付けしたユーザーに、増加した重みを加算する。以前のコンテ
ナ１００の加重平均格付けと異なる格付けを以前のコンテナ１００に付けたユーザーには
、減少した重みを割り当てる。別の可能性には、コンテナを長い時間用いたユーザーには
、コンテナ１００を短い時間用いたユーザーよりも大きな重みを加算する。ユーザーがコ
ンテナ１００を本当に最大限活用していない場合、その評定は論理的に重みが小さくなる
こともある。関連して、ネットワーク３００を多く使ったことがあるユーザー程、大きな
重みを加算するとよい。ユーザーが長期ユーザーである場合、この評定は、コンテナ１０
０を使い始めたばかりでこれを評価するユーザーよりも有意であると考えられる。加えて
、ネットワーク３００を最近用いたユーザー程、大きな重みを加算するとよい。
【００５２】
　別の実施形態では、同様のコンテナ１００の以前の格付けを用いて、ユーザー格付けの
予測を作成することもできる。評定の予測は、種々の要因を考慮に入れることができる。
予測したユーザー格付けに近いユーザー格付け程、大きな重みを加算するとよい。このよ
うにして、極端な得点を排除することができ、一層有用な結果を得ることができる。
【００５３】
　コンテナ１００（またはカード）に関する評判、および評判をカード上に表示すること
ができる。予期されるように、表示される評判は、特定のカードについて受ける評定が多
くなるに連れて変化する可能性があり、この変化をカード上に表示される評判に反映する
ことができる。カードの評判の計算は、殆ど無限数の形態をなすことができる。一旦カー
ドの評判を作成したなら、同じコンテナ１００に対して同様の評定格付けを有したユーザ
ーを選択することによって、共通の関心を有すると思われるユーザーのグループを作成し
、１つのグループの一部とすることができる。
【００５４】
　コンテナ１００がローカルに格納されている場合、コンテナ１００を格納しているデバ
イスがネットワークと通信していなくても、それでも完全に動作することができる。例え
ば、携帯用メディア・デバイス上にコンテナ１００が格納されている場合、このデバイス
がネットワークと通信していなくても、コンテナ１００上に格納されている音楽全てを、
この携帯用メディア・デバイス上で再生することができる。
【００５５】
　デバイスがネットワークと通信していなくても、コンテナ１００をこのデバイスに追加
することができる。携帯用メディアは、問題のデバイスと通信することができ、この携帯
用メディア上にあるコンテナ１００をそのデバイスに追加することができる。例えば、コ
ンテナ１００をフラッシュ・メモリー・カード上に格納することができ、このフラッシュ
・メモリー・カードを携帯用メディア・プレーヤーに追加することができる。次いで、携
帯用メディア・プレーヤーがフラッシュ・メモリー・カードにアクセスすることができ、
コンテナ１００をこの携帯用メディア・デバイスに追加することができる。同様に、デバ
イス上にあるコンテナ１００をフラッシュ・メモリー・デバイスにコピーすることもでき
、このフラッシュ・メモリー・デバイスは、当該フラッシュ・メモリー・デバイスを読み
取ることができる事実上あらゆるデバイスにでも移動させることができ、次いでコンテナ
１００をそのデバイスに移動させることができる。
【００５６】
　コンテナ１００をパーソナル・コンピューター上において見るときに、追加のデータを
利用可能となる場合もある。処理として、携帯用デバイスの表示および記憶能力に限界が
あるために、コンテナ１００に関する全ての評定を携帯用デバイス上に表示できない場合
もある。ウェブ系コンテナ１００にアクセスするパーソナル・コンピューターまたはウェ
ブ・デバイス上でコンテナ１００を見るとき、追加のデータおよび選択肢を表示すること
ができる。例えば。
【００５７】
　コンテナ１００は、承認済みのネットワーク・ソースと通信しているときはいつでも、
同期させることができる。例えば、コンテナ１００は特定の音楽アーティストについての
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バイスが、承認済みのネットワーク・ソースと通信しているときに更新することができる
（追加のコンサートを追加すること、開幕時の行為に名称を付けること等）。承認済みの
ネットワーク・ソースは、有線方法またはワイヤレス方法によってアクセスすることがで
きるインターネットとすることができる。勿論、他のネットワークも可能であり、これら
は想定内のことである。
【００５８】
　以上に説明した方法および装置の結果、ユーザーは、彼らに関心のあるデータで満たさ
れたコンテナ１００を作成することができる。これらのコンテナ１００をウェブ・サイト
に張り付けることができ、他の者もコンテナ１００を共有または検閲することができる。
次いで、ユーザーはコンテナ１００を格付けしたり、あるいはコンテナ１００において項
目を追加、修正、または削除して、彼ら自身のコンテナを作成することができる。加えて
、ユーザーがコンテナ１００を高く評価する(appreciate)場合、複製コンテナ１００を有
するデバイスが元のコンテナ１００と、直接またはネットワークを通じて通信していると
きにはいつでも、作者によってコンテナ１００になされた変更を、複製コンテナ１００に
伝達することができる。加えて、複製コンテナ１００に行われた変更は、一種のウィキの
ような形式で元のコンテナ１００上に公表することができる。その結果、共有および通信
が増大し、人々によって他の人々と交際を続けること、および音楽、ファッション、映画
、ゲーム等の好みの推移に遅れないでついていくことが、はるかに容易となる。交換され
るデータの主題は、事実上無限である。コンテナの転送に関して計算した統計は、広告主
、コンテナの作者、およびコンテナ１００の中にある項目１１０の提供者にとって、貴重
であると言えよう。
【００５９】
　以上の本文は、多数の異なる実施形態の詳細な説明を明記したが、本特許の範囲は、本
特許の末尾に明記されている特許請求の範囲の文言によって定められることは言うまでも
ない。この詳細な説明は、一例のみとして解釈すべきであり、あらゆる可能な実施形態を
記載するのではない。何故なら、あらゆる可能な実施形態を記載することは、不可能では
ないにしても、現実的でないからである。現在の技術または本特許の出願日以降に開発さ
れる技術のいずれかを用いて、多数の代替実施形態を実現することもでき、これらも特許
請求の範囲に該当するものとする。
【００６０】
　このように、現在の請求項の主旨および範囲から逸脱せずに、本明細書において記載し
図示した技法および構造には、多くの修正や変形が可能である。したがって、本明細書に
記載した方法および装置は、例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するのではないことは
言うまでもない。
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